
育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間等に関する要綱 

（平成２１年３月３１日２０川水総総第２２２５号） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する規程（平成１８年水道局規程第１０号。以下「規程」という。）第３

条第３項の規定に基づき、育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間等に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （週休日及び勤務時間の割振り） 

第２条 育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間の割振りは、次のとおり

とする。 

(１) １週間当たり１９時間３５分の勤務を割り振られた育児短時間勤務職

員等 

  ア 週休日 日曜日及び土曜日 

  イ 勤務時間の割振り 週休日以外の日において１日につき３時間５５分 

(２) １週間当たり２４時間３５分の勤務を割り振られた育児短時間勤務職

員等 

  ア 週休日 日曜日及び土曜日 

  イ 勤務時間の割振り 週休日以外の日において１日につき４時間５５

分 

(３) １週間当たり２３時間１５分の勤務を割り振られた育児短時間勤務職

員等 

  ア 週休日 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの５日間のう

ち２日 

  イ 勤務時間の割振り 週休日以外の日において１日につき７時間４５

分 



(４) １週間当たり１９時間２５分の勤務を割り振られた育児短時間勤務職

員等 

  ア 週休日 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの５日間のう

ち２日 

  イ 勤務時間の割振り 週休日以外の日のうち、２日については１日につ

き７時間４５分、１日については１日につき３時間５５分勤務すること

。 

 （勤務時間等） 

第３条 育児短時間勤務職員等の勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１

５分までのうち、当該職員の承認された勤務の形態に応じ、前条各号に掲げ

る割り振られた勤務時間となるように所属長が定める。 

２ 育児短時間勤務職員等の休憩時間は、正午から午後１時とする。ただし、

３時間５５分の勤務時間を割り振られた日にあって、休憩時間が定められて

いる時間に勤務しない場合には、休憩時間を定めないで勤務することができ

る。 

 （交替制勤務職員の育児短時間勤務） 

第４条 交替制勤務職員が育児短時間勤務をする場合における週休日及び勤務

時間の割振り等は、前２条の規定にかかわらず、規程第２条第２項第２号の

規定に基づき、所属長が定める。 

 （その他の事項） 

第５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、上下水道事業管理者が別

に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（２３川上総庶第５５６号） 



 この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月３１日２３川上総庶第１４４６号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 


